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法令名 条文等 沖縄（離島）への適用

離島振興法

（昭和28年7月22日法律第72号）

「離島振興対策実施地域」

法第２条第１項

　主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、必要と認める離島の地域

の全部又は一部を指定

×

沖縄県の離島は対象となってい

ない。

沖縄振興特別措置法

(平成14年３月31日法律第14号)

※旧法

　昭和46年12月31日法律第131号

「離島」

法第３条第１項第３号

　沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるもの

施行令第１条

　宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して

指定した島

○

「有人国境離島地域」

法第２条第１項

①　自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められる二以上の離

島で構成される地域（当該離島のうちに領海及び接続水域に関する法

律（昭和五十二年法律第三十号）第一条第一項の海域の限界を画する

基礎となる基線（同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直

線基線の基点を含む。次号において「領海基線」という。）を有する

離島があるものに限る。）内の現に日本国民が居住する離島で構成さ

れる地域

②　前号に定めるもののほか、領海基線を有する離島であって現に日

本国民が居住するものの地域

○

「有人国境離島地域の保全及び

特定有人国境離島地域に係る地

域社会の維持に関する基本的な

方針（内閣総理大臣決定）」に

おいて、対象が定められてお

り、沖縄県の離島も対象と

なっている。（沖縄本島も含ま

れている。）

「特定有人国境離島地域」

法第２条第２項

　有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を

図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものと

して別表に掲げるもの。

×

沖縄県の離島は対象となってい

ない。

有人国境離島地域の保全及び特定有人

国境離島地域に係る地域社会の維持に

関する特別措置法

（平成28年法律第33号）

【参考】

法第115条

離島振興法、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の

特例に関する法律（昭和三十六年法律第百十二号）、低開発地域工業開

発促進法（昭和三十六年法律第二百十六号）、奥地等産業開発道路整備

臨時措置法（昭和三十九年法律第百十五号）、山村振興法（昭和四十年

法律第六十四号）及び農村地域への産業の導入の促進等に関する法律

（昭和四十六年法律第百十二号）の規定は、沖縄については、適用しな

い。



 

内閣府のパンフレットから抜粋
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沖縄振興特別措置法のポイント
「民間主導の自立型経済の発展」という沖縄振興の基本方向を大きく前に進めるため、沖縄振興計画の策定主体を県へ変更、一括交付金の交付
など、県の主体性をより尊重した内容とするとともに、財政・税制面を中心とした国の支援措置を拡充

１．沖縄振興計画等

○国が「沖縄振興基本方針」を、県が「沖縄振興計画」を策定
※現行の県が「沖縄振興計画」の原案を作成し、国が決定する仕組みを変更
※県が策定する分野別計画（観光、情報通信、農林水産、職業安定）は廃止

２．産業の振興

（１）観光の振興
・観光地形成促進地域を創設（県知事が地域指定）
・通訳案内士法の特例を創設（研修を受講すれば有償外国語ガイドが可能）
・エコツーリズム協定制度を継続
・特定免税店制度を拡充（免税対象に海路客を追加）
・航空機燃料税の軽減を拡充（本土と宮古島、石垣島、久米島、下地島を結ぶ路線及び
那覇と離島、離島と離島を結ぶ路線を追加）

（２）情報通信産業振興地域及び特別地区を拡充（県知事が地域・地区指定）
（３）産業高度化・事業革新促進地域を創設（県知事が地域指定）
（４）国際物流拠点産業集積地域を創設（県知事が地域指定、対象事業の追加）
・税関等の業務を機動的に行う体制の整備等に関する努力義務規定を創設
（５）経済金融活性化特別地区の創設
（６）農林水産業の振興に関する努力義務規定を継続
・漁業者に係る安全対策の強化等に関する努力義務規定を創設
（７）電気の安定的かつ適正な供給の確保の拡充（免税対象にＬＮＧを追加）
（８）中小企業経営革新制度の特例を継続
（９）沖縄振興開発金融公庫の業務特例を継続

３．雇用の促進等

（１）失業者求職手帳制度等を継続
（２）人材の育成等に関する努力義務規定を創設

４．文化の振興等

（１）地域文化の振興に関する配慮規定を継続
（２）良好な景観の形成、自然環境の保全及び再生に関する努力義務規定を創設
（３）子育ての支援に関する配慮規定、障害を有する青少年等に対する援助に関する
努力義務規定を創設

（４）科学技術の振興に関する努力義務規定を拡充
（５）国際協力・国際交流の推進に関する努力義務規定を継続

５．均衡ある発展

（１）無医地区における医療の確保のための措置を継続、無医地区以外の地区におけ
る医療の充実に関する配慮規定を創設

（２）離島の地域における高齢者の福祉の増進に関する配慮規定を継続
（３）交通の確保等に関する配慮規定を拡充
（４）離島の地域の小規模校における教育の充実に関する配慮規定、離島の旅館業に
係る減価償却の特例を継続

（５）情報流通の円滑化及び通信体系の充実に関する配慮規定を創設

６．基盤の整備

（１）公共事業に係る国の負担又は補助の割合の特例、国の直轄事業の特例等の措
置を継続

（２）一括交付金を交付する規定を創設
・県が作成する事業計画に基づく事業に要する経費を対象に交付金を交付（県が設
ける基金の財源に充てることが可能）

７．沖縄振興審議会

○沖縄振興審議会の設置その他必要な規定を継続

８．附則等
（１）平成３４年３月３１日限りで失効
（２）不発弾等に関する施策の充実に関する配慮規定を創設
（３）「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」の一部改正（酒税、揮発油税の軽減
措置の延長、所有者不明土地の実態調査等に関する規定を創設）

（４）「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」の一部改
正（沖縄振興開発金融公庫の統合期限の延長）

（５）駐留軍用地跡地利用に係る規定を廃止し、「変換特措法」に一元化

※赤字はH26年改正時の主な新規・拡充事項
※青字はH24年改正時の主な新規・拡充事項

furugesh
四角形

furugesh
下線

furugesh
下線

furugesh
下線







国
特定有人国境離島

関係地方公共団体

○特定有人国境離島地域の地域社会の維持を図るため、

特定有人国境離島地域を有する８都道県※や関係市町村

等が実施する運賃低廉化、物資の費用負担の軽減、雇

用機会の拡充等に必要な経費の一部を補助します。

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

民間等

交付率

5/10等

交付金

※特定有人国境離島地域を

有する８都道県

北海道、東京都、新潟県、

石川県、島根県、山口県、

長崎県、鹿児島県

特定有人国境離島地域

１５地域・７１島

（８都道県・２９市町村）

人口 ２６９，３０７人

（H27国勢調査）

○運賃低廉化

・本土と特定有人国境離島地域を結ぶ離島住民向けの航路について

ＪＲ運賃並、航空路について新幹線運賃並の引き下げを支援します。

○観光振興

・滞在プラン等の企画・開発、宣伝・実証、販売促進による旅行者の

費用負担の軽減の取組等を支援します。

地域が連携して提供する宿泊施設や体験メニューを使う観光客が、乗船券を
島民並割引運賃で購入できる仕組み（企画乗船券・企画航空券）について、
本格展開を図ります。

○物資の費用負担の軽減

・特定有人国境離島地域における事業の継続、事業拡大等を図る

ため、農水産品（生鮮）等に係る輸送コストの低廉化を支援します。

○雇用機会の拡充

・民間事業者等による創業・事業拡大を行う事業資金等を支援します。

特定有人国境離島地域の

・人口減が抑制される。

・新規雇用者数が増加する。

・観光客等交流人口が増加する。

期待される効果

特定有人国境離島地域の地域社会の維持に係る交付金（内閣府総合海洋政策推進事務局）

平成31年度予算概算決定額 50.0億円
（３０年度予算額 ５０.０億円）

＜インバウンド対応の強化＞
雇用機会拡充事業と滞在型観光促進事業を活用し、インバウンドの誘客や受入
の強化を促進します。

国境離島の雇用を確保するため、地方公共団体や事業者による求人対策に
ついて支援を行います。

＜人的な支援体制の強化＞
内閣府に新たに「政策調査員」を配置し、専門的な観点から、よりきめ細かな
支援を実施します。
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別表（第二条関係） 

  

 特定有人国境離島地

域の名称 

特定有人国境離島地域を構成する離

島 

都道県 市町村  

 利尻・礼文 礼文島 北海道 礼文町  

 利尻島 利尻町 利尻富士

町 

 

 奥尻島 奥尻島 北海道 奥尻町  

 伊豆諸島南部地域 三宅島 東京都 三宅村  

 御蔵島 御蔵島村  

 八丈島 八丈町  

 青ヶ島 青ヶ島村  

 佐渡 佐渡島 新潟県 佐渡市  

 舳倉島 舳倉島 石川県 輪島市  

 隠岐諸島 島後 島根県 隠岐の島町  

 中ノ島 海士町  

 西ノ島 西ノ島町  

 知夫里島 知夫村  

 見島 見島 山口県 萩市  

 対馬 対馬 海栗島 泊島 赤島 沖ノ島 

島山島 

長崎県 対馬市  

 壱岐島 壱岐島 若宮島 原島 長島 大島 長崎県 壱岐市  

 五島列島 宇久島 寺島 長崎県 佐世保市  

 六島 野崎島 納島 小値賀島 黒

島 大島 斑島 

小値賀町  

 中通島 頭ヶ島 桐ノ小島 若松島 

日島 有福島 漁生浦島 

新上五島町  

 奈留島 前島 久賀島 蕨小島 椛

島 福江島 赤島 黄島 黒島 島

山島 嵯峨ノ島 

五島市  

 江島 平島 西海市  

 甑島列島 上甑島 中甑島 下甑島 鹿児島県 薩摩川内市  

 種子島 種子島 鹿児島県 西之表市 

中種子町 

南種子町 

 

 馬毛島 西之表市  

 屋久島 屋久島 口永良部島 鹿児島県 屋久島町  

 三島 竹島 硫黄島 黒島 鹿児島県 三島村  

 吐［か］喇列島 口之島 中之島 諏訪之瀬島 平島 

悪石島 小宝島 宝島 

鹿児島県 十島村  
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